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第１章  総則 

本要求水準書は、大和高田市（以下「発注者」という。）が整備する不燃ごみや資源ご

みのマテリアルリサイクル推進施設（以下、「本施設」という。）の設計・建設及び運営・

維持管理事業（以下、「本事業」という。）に関し、運営・維持管理業務（以下、「本業務」

という。）に適用する。 

本要求水準書は、本業務の基本的な内容について定めるものであり、本業務の目的達成

のために当然必要な業務等については、本要求水準書等に明記されていない事項であって

も、運営事業者の責任においてすべて完備、又は遂行するものとする。 

また、本要求水準書に明記されている事項について、それを上回る提案を妨げるもので

はない。加えて、本要求水準書 第Ⅰ編 設計・建設業務編に記載された内容にも適合させ

ることとする。 

 

第１節  事業概要 

１．基本方針 

本事業は、大和高田市内から排出される不燃ごみ・資源ごみ等を合理的、経済的か

つ衛生的に処理するために行うものである。 

本事業の基本方針は次のとおりであるため、本施設の運営・維持管理業務実施にあ

たっては、同基本方針を遵守して行うこと。 

 

  （１）ごみを安定的かつ効率的に処理できる施設 

  （２）安全性に配慮した施設 

  （３）周辺環境に配慮した施設 

  （４）経済性に優れた施設 

 

２．事業名称 

大和高田市マテリアルリサイクル推進施設整備・運営事業 

 

３．対象施設 

（１）マテリアルリサイクル施設 10.0ｔ/５ｈ（保管品目は含まない） 

    【内訳】 

粗大ごみ     5.5ｔ/５ｈ 

かん・びん    2.2ｔ/５ｈ 

ペットボトル    1.0ｔ/５ｈ 

その他プラスチック製容器包装  1.3ｔ/５ｈ 

（２）計量棟 

（３）駐車場 

（４）その他付属する施設 

 

４．事業実施場所 

奈良県大和高田市今里川合方23番地 
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５．事業用地 

第Ⅰ編  設計・建設業務編参照 

 

６．業務範囲 

運営事業者の業務範囲は以下の業務とする。なお、運営・維持管理業務の業務分担につ 

いては、【添付資料1 運営・維持管理業務の業務分担表】に示す。 

（１）受付業務 

（２）運転管理業務 

（３）維持管理業務 

（４）環境管理業務 

（５）防火・防災管理業務 

（６）保安・清掃業務 

（７）住民等対応業務 

（８）情報管理業務 

（９）上記に附帯・関連する業務 

 

７．運営・維持管理期間 

本事業における運営・維持管理業務期間は、20年間（令和12年度から令和 31 年度ま

で）とする。 

なお、運営・維持管理業務終了時、所定の能力を維持した状態で引き渡すこと。 

 

８．ユーティリティ等費用分担 

本事業におけるユーティリティ等の費用分担は【添付資料2 ユーティリティ等費用分 

担】に示す。 
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第２節  全体計画概要 

１．計画年間処理量 

第Ⅰ編  設計・建設業務編参照 

 

２．計画ごみ質 

第Ⅰ編  設計・建設業務編参照 

 

３．ごみの搬入出 

第Ⅰ編  設計・建設業務編参照 

 

４．公害防止基準 

第Ⅰ編  設計・建設業務編参照 

 

５．処理生成物の基準 

第Ⅰ編  設計・建設業務編参照 

 

６．居室における空気環境の基準 

居室における空気環境の基準は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づ

き表 1.2-1 に示すとおりとする。 

 

表 1.2-1 居室における空気環境基準 

項 目 基準値 

居室環境 

浮遊粉じん 0.15mg/㎥以下 

一酸化炭素 10ppm以下 

二酸化炭素 1,000ppm以下 

温度 ①17℃以上28℃以下 

②居室における温度を外気の温度より低く 

する場合は、その差を著しくしないこと。 

相対湿度 40％以上70％以下 

気流 0.5m/秒以下 

ホルムアルデヒドの量 0.1mg/㎥以下 

 

７．敷地周辺の状況 

第Ⅰ編  設計・建設業務編「第１章 第２節 建設用地の概要」参照 
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第３節  一般事項 

１．本要求水準書の遵守 

運営事業者は、本要求水準書に記載する要件について、本業務期間中遵守するこ

と。 

 

２．関係法令等の遵守 

運営事業者は、本業務期間中、関係法令等を遵守すること。（最新版に準拠） 

 

３．環境影響調査の遵守 

運営事業者は、生活環境影響調査書に示されている内容のうち、本事業に係る事項

について、本業務期間中遵守すること。また、発注者又は運営事業者が自ら行う調査

により、環境に影響が見られた場合は、発注者と協議の上、対策を講ずること。 

 

４．一般廃棄物処理実施計画の遵守 

運営事業者は、本業務期間中、発注者が毎年度定める「一般廃棄物処理実施計画」

を遵守すること。 

 

５．官公署等の指導等 

運営事業者は、本業務期間中、官公署等の指導等に従うこと。なお、法改正等に伴い本

施設の改造等が必要な場合の措置については、その費用の負担を含め別に定めることとす

る。 

 

６．官公署等申請への協力 

運営事業者は、発注者が行う運営・維持管理に係る官公署等への申請等に全面的に

協力し、発注者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、

運営事業者が行う運営・維持管理に係る申請に関しては、運営事業者の責任と負担に

より行うこと。 

また、県等の立入検査や調査が入る場合には運営事業者は、誠意を持って協力する

こと。 

 

７．官公署等への報告等 

運営事業者は、官公署等から本施設の運営・維持管理に関する報告等を求められた

場合、速やかに対応すること。なお、報告にあたっては、同内容を発注者に報告し、

その指示に基づき対応すること。 

 

８．発注者への報告・協力 

（１）運営事業者は、本業務に関して、発注者が指示する報告、記録、資料等の提出を 

求めた場合は速やかに対応し協力すること。 

（２）定期的な報告は、「第 10 章 情報管理業務」に基づくものとし、緊急時・事故時 

等は、「第１章 第３節 12．緊急時対応」に基づくこと。  
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９．発注者の検査等 

運営事業者は、発注者が実施する運営・維持管理全般に対する検査等に全面的に協

力すること。また、この検査等において、発注者が本施設の運営・維持管理に関する

記録、資料等の提出を求めた場合、速やかに報告すること。 

また、運営事業者は発注者が検査等を実施する場合、本施設の運転を調整する等の

協力を実施すること。 

 

  10．事業実施状況のモニタリング 

    運営事業者は、発注者の実施するモニタリングに対して協力すること。 

 

11．労働安全衛生・作業環境管理 

（１）運営事業者は、「労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）」等関係法令に基づき、

従業者の安全及び健康を確保するために、本業務に必要な管理者、組織等の安全衛

生管理体制を整備すること。 

（２）運営事業者は、整備した安全衛生管理体制について発注者に報告すること。なお、体

制を変更した場合は、速やかに発注者に報告すること。 

（３）運営事業者は、安全衛生管理体制に基づき、職場における労働者の安全と健康を

確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること。 

（４）運営事業者は、作業に必要な保護具、測定器等を整備し、従事者に使用させるこ

と。また、保護具、測定器等は定期的に点検し、安全な状態が保てるようにしてお

くこと。 

（５）運営事業者は、本施設における標準的な安全作業の手順（安全作業マニュアル）

を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図ること。 

（６）安全作業マニュアルは、施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図るこ

と。 

（７）運営事業者は、日常点検、定期点検等の実施において、労働安全・衛生上、問題

がある場合は、発注者と協議の上、施設の改善を行うこと。 

（８）運営事業者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業者に対して健康診断を

実施し、その結果及び就業上の措置について発注者に報告すること。 

（９）運営事業者は、従業者に対して、定期的に安全衛生教育を行うこと。 

（10）運営事業者は、安全確保に必要な訓練を定期的に行うこと。訓練の開催について

は、事前に発注者に連絡し、発注者の参加について協議すること。 

（11）運営事業者は、場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良

好に保つこと。 

（12）運営事業者は、必要な熱中症防止のための対策を行い、従業者の健康に十分に配

慮すること。  
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12．緊急時対応 

（１）運営事業者は、自然災害等による緊急事態に遭遇した場合においても、本施設の

損害を最小限にとどめつつ、本事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、

平常時に行うべき活動や緊急時における方法や手段等を取り決めておく BCP（事業

継続計画）を発注者と協議の上、策定すること。また、BCM（事業継続管理）によっ

て、策定した計画の適切な運用、維持管理に努めること。 

（２）運営事業者は、災害、機器の故障及び停電等の緊急時においては、人身の安全を

確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全

に停止させ、二次災害の防止に努めること。 

（３）運営事業者は、緊急時における人身の安全確保、施設の安全停止、施設の復旧、

発注者への報告等の手順等を定めた緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニ

ュアルに従った適切な対応を行うこと。なお、運営事業者は、作成した緊急対応マ

ニュアルについては、緊急対応が安全、かつ速やかに行えるよう、必要に応じて見

直し改定する等、随時改善を図らなければならない。 

（４）運営事業者は、台風・大雨等の警報発令時、火災、事故、従業者のけが等が発生

した場合に備えて、自らが整備する自主防災組織及び警察、消防、発注者等への連

絡体制を整備すること。なお、体制を変更した場合は、速やかに発注者へ報告する

こと。 

（５）緊急時に防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を

行うこと。また、訓練の開催については、事前に発注者に連絡し、発注者の参加に

ついて協議すること。 

（６）事故が発生した場合、消防・警察等へ連絡するとともに、運営事業者は直ちに事

故の発生状況、事故時の運転記録等を発注者に報告すること。報告後、速やかに対

応策等を記した事故報告書を作成し、発注者に提出すること。 

 

13．急病等への対応 

（１）運営事業者は、本施設の利用者等の急な病気・けが等に対応できるように、簡易

な医薬品等を用意するとともに、急病人発生の対応マニュアルを整備すること。 

（２）運営事業者は、整備した対応マニュアルを周知し、十分な対応が実施できる体制

を整備すること。 

（３）急病等が発生した場合、対応マニュアルに従い対応し、状況に応じ消防、警察等

へ連絡するとともに、運営事業者は直ちに発注者に報告すること。報告後、速やか

に対応等を記した報告書を作成し、発注者に提出すること。 

（４）本施設に AED を設置すること。設置位置は、本施設の利用者及び従業者の所在・

動線を踏まえ、適切な位置とすること。また、設置した AED は適切に管理（更新含

む）するとともに、必要な講習等を受講し、常時使用可能とすること。 

 

14．新型コロナウィルス等感染症対策 

新型コロナウィルス等の感染症が流行している期間は、これを防止するため、適切

な対策を講ずること。 
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15．災害発生時の協力 

（１）運営事業者は、災害発生時において来場者等を適切に誘導するとともに、従業者

の避難等人身の安全を最優先すること。 

（２）震災その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生する等の

状況に対して、その処理を発注者が実施しようとする場合、運営事業者はその保管、処

理処分に協力すること。また、発注者の施策等に対応すること。 

（３）運営事業者は、発注者と他の自治体間における相互支援等について発注者に協力

すること。 

 

16．保険 

運営事業者は運営・維持管理業務委託契約書に規定される保険加入等の対応に従う

こと。なお、保険契約の内容及び保険証書の内容については、事前に発注者の承諾を

得ること。 

 

17．地域振興 

本施設の運営・維持管理にあたっては、市内の雇用促進のほか、市内に営業所を有

する福祉団体（２団体以上）と連携して雇用に努めること。現状、福祉団体と連携し

て雇用している人数は【添付資料3 福祉団体からの雇用人数】を参照すること。また、

市内の企業等を積極的に活用するとともに、物品・役務等の調達先についても市内か

ら積極的に確保することにより、地域振興に貢献すること。 

 

18．工事元請下請関係の適正化 

建設産業における生産システム合理化指針（建設省経構発第２号  平成３年２月５日）、

下請法（下請代金支払遅延等防止法、昭和 31 年６月１日法律第 120 号）の趣旨を十分

に理解し、関係事業者との適切な関係を築くこと。 

 

19．地域貢献 

運営事業者は、本施設の周辺の住民と良好な信頼関係を構築するため、地域への協

力や貢献等に努めること。 

 

20．個人情報の保護 

運営事業者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 57 号）、「大和

高田市個人情報の保護に関する法律施行条例」（令和 ４ 年大和高田市条例第 20 号）等

を遵守すること。 

 

21．業務実施計画書及び業務計画書の作成 

（１）運営事業者は、本業務の実施に際し、各業務の実施に必要な事項を記載した業務

計画書を本業務開始前に発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。 

（２）業務計画書には、本業務の実施にあたり必要となる各種マニュアル、各業務の実

施にあたり必要な業務実施計画書、発注者への各種報告様式等を含むこととし、そ

の内容は発注者との協議により決定すること。 



8  

（３）運営事業者は、各年度の業務が開始する 30 日前までに、業務計画書に基づき、当

該年度の業務実施計画書を発注者に提出し、当該年度の業務が開始する前に、発注

者の承諾を得ること。 

 

業務計画書の構成（参考） 

①受入管理業務実施計画書 

②運転管理業務実施計画書  

・業務実施体制表  

・月間運転計画、年間運転計画  

・日報・月報・年報様式 等 

③ 維持管理業務実施計画書  

・業務実施体制表  

・調達計画  

・点検・検査計画  

・補修・更新計画 等 

④ 環境管理業務実施計画書  

・環境保全基準  

・環境保全計画  

・作業環境基準  

・作業環境保全計画 等 

⑤ 情報管理業務実施計画書  

・各種報告書様式  

・各種報告書提出要領 等 

⑥ 関連業務実施計画書  

・清掃要領・体制  

・防火管理・防災管理要領・体制  

・施設警備防犯要領・体制  

・住民対応要領・体制  

・見学者対応要領・体制 等 

⑦ その他  

・運転管理マニュアル  

・緊急対応マニュアル  

・急病人発生時対応マニュアル  

・安全作業マニュアル  

・個人情報保護マニュアル 等 
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第４節  運営・維持管理業務条件 

１．運営・維持管理 

本業務は、次に示す図書の記載順に優先順位が高いものとして行うこと。 

（１）運営・維持管理業務委託契約書 

（２）入札説明書等の質問に対する回答書及び対面的対話の回答書 

（３）本要求水準書及び本要求水準書添付資料（第Ⅰ編  設計・建設業務編を含む） 

（４）技術提案書 

（５）各業務実施計画書、マニュアル及びその他発注者の指示するもの 

なお、各業務のマニュアルについては、（１）～（４）に記載の事項を遵守するた

めに必要な場合には、マニュアルによらず各員の判断により対応が可能とし、マニ

ュアルを超えて対応を行った場合には、発注者に対して、案件、経緯、対応を示し

た報告書を作成し、提出した後、マニュアルの改定を行うこと。 

 

２．提案書の変更 

（１）運営事業者が提出した運営・維持管理に関する技術提案書の内容は、原則として変更

は認めない。ただし、発注者の指示により変更する場合はこの限りでない。 

（２）本業務期間中に本要求水準書に適合しない箇所が判明した場合は、運営事業者の責

任において本要求水準書を満足させるように対応すること。 

 

３．本要求水準書記載事項 

（１）記載事項の補足等 

本要求水準書で記載された事項は、基本的内容について定めるものであり、基本的

内容以上の仕様や数量、作業量を運営事業者が責任をもって実施できることを前提

で提案し、運営・維持管理することを妨げるものではない。また、本要求水準書に

明記されていない事項であっても、施設を運営・維持管理するために当然必要と思

われるものについては、全て運営事業者の責任と負担において補足・完備させなけ

ればならない。 

（２）参考図等の取扱い 

本要求水準書の図・表等で「(参考）」と記載されたものは、一例を示すものであ

る。運営事業者は「(参考）」と記載されたものについて、施設の運営・維持管理を

するために当然必要と思われるものについては、全て運営事業者の責任と負担にお

いて補足・完備させなければならない。 

 

４．契約金額の変更 

上記２．及び３．の場合、契約金額の増額等の手続きは行わない。ただし、委託契

約書の物価変動等の定めによるところはこの限りでない。 

 

５．本業務期間終了時の引渡し条件 

運営事業者は、本業務期間終了時において、以下の条件を満たし、本施設を発注者

に引き渡すこと。発注者は、本施設の引渡しを受ける際に、引渡しに関する検査を行

う。 
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（１）発注者が本要求水準書に記載の業務を行うにあたり支障が無いよう、発注者が指

示する内容の業務を発注者へ引継ぎすること。引継ぎ項目には、各施設の取扱説明

書（本業務期間中に修正・更新があれば、修正・更新後のものも含む）、本要求水準

書及び運営・維持管理業務委託契約書に基づき運営事業者が整備・作成する図書を

含むものとする。 

（２）本施設の基本性能が確保されており、発注者が本要求水準書に記載のある業務を、

事業期間終了後も 10 年間にわたり継続して実施することに支障のない状態である

ことを基本とする。建物の主要構造部等に大きな破損がなく、良好な状態であるこ

と。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化（通常の経年変化によ

るものを含む）を除く。 

（３）内外装の仕上げや建築設備機器等に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態であ

ること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化（通常の経年変化

によるものを含む）を除く。 

（４）主要な設備機器等が当初の設計図書に規定されている性能（容量、風量、温湿度、

強度等の計測が可能なもの）を満たしており、引き渡し後に大規模改修が必要ない

状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な性能劣化（通常の経

年変化によるものを含む。）を除く。 

（５）事業期間終了時に、それまでの維持管理業務実績を考慮し見直した長寿命化計画

を再策定し、当初計画との比較を行った結果、乖離がある場合は検証を行い、その

結果を発注者へ報告すること。 

（６）運営事業者は、引渡し時において以下の確認を行うこと。 

１）運営事業者は、引渡性能試験と同様の内容・方法の試験を実施し、保証値を満

たすことを確認すること。 

２）運営事業者は、全ての設備について以下の確認を行うこと。 

内外の外観等の検査（主として目視、打診、レベル測定による検査） 

① 汚損、発錆、破損、亀裂、腐食、変形、ひび割れ、極端な摩耗等がないこと。 

② 浸水、漏水等がないこと。 

③ その他、異常がないこと。 

内外の機能及び性能上の検査（作動状態の検査を含む） 

① 異常な振動、音、熱伝導等がないこと。 

② 開口部の開閉、可動部分等が正常に動作すること。 

③ 各種設備機器が正常に運転され、正常な機能を発揮していること。 

④ その他、異常がないこと。 

３）試験調査の実施にあたっては、運営事業者が要領書を作成し、発注者の確認及

び承諾を受け、第三者機関に要領書に基づいて行わせること。 

（７）事業期間終了後１年の間に、本施設に関して性能未達が指摘された場合には、改

修や更新等の必要な対応を行うこと。ただし、運営事業者の維持管理等に起因する

ものではないことを運営事業者が立証した場合にはこの限りでない。 

（８）発注者が事業期間終了前に行う事業期間終了後の本施設の運営方法に関する検討

に協力すること。  
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（９）事業期間終了時に事業期間終了後１年間の運転に必要な予備品・消耗品を用意するこ

と。 

（10）発注者が事業期間終了後の本施設の運営を自ら実施するまたは公募により運営事業

者を選定すると判断した場合、次の事項に関して協力すること。 

１）本施設の運転、維持管理に必要な以下の書類等の整備・提出（図面、維持管理履

歴、トラブル履歴、取扱説明書、調達方法、財務諸表） 

２）発注者ないし発注者が指定する第三者への引継ぎ業務等 

３）本施設の維持管理計画の立案、発注者との協議等、必要な協議等 

４）新たな運営事業者による施設及び運転状況の視察 

５）事業期間終了後の運営支援（費用が発生しない範囲でのアドバイス等の支援） 

６）その他発注者ないし発注者が指定する第三者の円滑な業務の開始に発注者が事業

期間終了後の本施設の運営事業者を公募に供することが適切でないと判断した場

合、本施設の運営の継続に関して協議に応じること。この場合、委託費算定のため

に運営期間中の次の項目に関する費用明細等を提出すること。 

① 人件費 

② 運転経費 

③ 維持管理費（点検、検査、修繕・更新費用） 

④ 用役費 

⑤ その他必要な経費 

（11）発注者が本要求水準書に記載のある業務を行うにあたり支障のないよう、発注者

及び業務期間終了後の施設の運転管理業務に従事する発注者が指定する第三者へ業

務の引継ぎを行うこと。 

（12）運営事業者は、業務期間終了後の施設の運転管理業務に従事する発注者が指定す

る第三者に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転、管理及び取扱について、

発注者の承諾を得たうえで教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育と指導

を行うこと。 

（13）本事業期間中に作成した図書、資料、蓄積したデータ及びノウハウ等については、

施設の運転管理業務に従事する発注者が指定する第三者に対し、原則としてすべてを

開示するものとする。 

（14）その他、本業務終了時における引渡し時の詳細条件は、発注者と運営事業者の協

議によるものとし、令和 26 年４月以降（運営・維持管理開始後 15年目）から、事

業期間終了後の本施設の取扱について、発注者と協議を開始すること。また、引渡

し後に大規模改修を要しない旨の説明書類を提出し発注者の承諾を得ること。 

（15）水槽等に残留する廃棄物・排水等は可能な限り処理すること。 

（16）事業期間終了後、本施設の運転管理を第三者が行う場合においても、本施設の運

転に必要な部品の供給に協力すること。 
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第２章  運営・維持管理体制 

第１節  業務実施体制 

（１）運営事業者は、本業務の実施にあたり、要求水準事項及び提案内容を達成できる

適切な業務実施体制を構築すること。 

（２）運営事業者は、受付業務、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、防火・

防災管理業務、保安・清掃業務、住民対応業務及び情報管理業務等の各業務に必要な人

員、設備等を整備すること。 

（３）運営事業者は、整備した業務実施体制について発注者に報告すること。なお、体

制を変更する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、事前に発注者に報告し

承諾を得ること。 

（４）運営事業者は、初めて業務に従事する従業者に対して、必要に応じ労働安全衛生

規則に基づく特別教育を実施するとともに、各業務のマニュアルに基づく教育を実

施すること。 

 

第２節  有資格者の配置 

（１）運営事業者は、本事業の現場統括責任者（施設の円滑な運転管理、維持管理等運

営事業者が行う全ての現場業務に対して総括的な責任を担う者）として、以下の要

件を満たす者を業務開始後２年間以上連続して配置すること。なお、現場統括責任

者を交代する場合は、同等の要件を満たす者とし、本施設を２年間以上運転したも

のを優先して配置すること。 

１）廃棄物処理施設技術管理者（破砕・リサイクル施設）の資格を有する者 

２）マテリアルリサイクル施設（粗大ごみ処理施設、資源化施設、啓発施設等で 5t/

日以上の規模を有する施設（１年以上稼動している施設に限る））の現場総括責任

者としての経験を有する者 

（２）運営事業者は、施設の運営・維持管理に必要な有資格者を配置すること。なお、

関係法令、所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者の兼任は認める

ものとする。 

（３）運営事業者は、これらの有資格者を試運転時においても配置すること。

運営・維持管理に必要な資格者を表 2.2-1 に参考として示す。 
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表 2.2-1  運営・維持管理必要資格（参考） 

資格の種類 主な業務内容 

廃棄物処理施設技術管理者 

（破砕・リサイクル施設） 
本施設の維持管理に関する技術上の業務を担当 

安全管理者（常時 50 人以上の労働

者を使用する場合） 
安全に係る技術的事項の管理 

衛生管理者（常時 50 人以上の労働

者を使用する場合） 
衛生に係る技術的事項の管理 

防火管理者 施設の防火に関する管理者 

危険物保安監督者・危険物取扱者 危険物取扱作業に関する保安・監督 

クレーン・デリック運転士 クレーン、デリックの運転 

第 3 種電気主任技術者 電気工作物の工事維持及び運用に関する保安の監督 

※業務内容については、関係法令を遵守すること。 

※その他運営・維持管理を行うにあたり必要な資格がある場合は、その有資格者を置く

こと。 

 

第３節  連絡体制 

運営事業者は、平常時及び緊急時の発注者等への連絡体制を整備すること。なお、体制

を変更する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、事前に発注者に報告すること。 
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第３章  受付業務 
受付管理、計量データの管理、計量前後の案内・誘導、ごみ処理手数料の徴収等の受付業務

については、原則発注者が行うが、必要に応じて発注者へ協力すること。 

また、運営事業者は、業務期間にわたり本施設の適切な受付業務を行うため、発注者が行う

受付業務について基準化した受付業務マニュアルを作成し、発注者の承諾を得ること。 

なお、本施設における搬入受付時間は、月～金曜日及び祝日の７時30分から11時30分、13

時から15時30分、土曜日（開場日）の９時から10時30分までとする。 

年末の搬入受付は、12月31日までとする。(12月29日及び12月30日の搬入受付時間は、曜

日に関係なく、７時30分から11時30分まで、13時から15時30分まで、12月31日の搬入受付時

間は、曜日に関係なく９時から10時30分までとし、業者のみの搬入とする) 

年始の搬入受付は１月１日～３日は搬入受付を行わず、１月４日以降は曜日に準ずること

とする。 
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第４章  運転管理業務 

第１節  マニュアル作成 

（１）運営事業者は、業務期間にわたり本施設の適切な運転管理業務を行うため、運転

管理業務について基準化した運転管理業務マニュアルを作成し、発注者の承諾を得

ること。 

（２）運営事業者は、運転管理業務マニュアルに基づき、運転管理業務従事者に作業手

順を習熟させること。 

（３）運営事業者は、運転管理業務マニュアルを必要に応じて改定すること。なお、改

定にあたっては発注者の承諾を得ること。 

 

第２節  本施設の運転管理 

（１）運営事業者は本施設の運転に際し、関係法令、公害防止条件等を遵守し、本施設

の要求性能に基づき、搬入される廃棄物を適切に処理するとともに、経済的運転に

努めた運転管理業務を行うこと。 

（２）本施設は災害廃棄物を受入処理する計画としていることから、発注者と事前に協

議の上、年間稼動日数を増やすこと等を含め、可能な協力を行うこと。 

（３）運営事業者は本業務に必要な重機類・車両等を用意すること。また、重機類・車

両等の選定にあたっては、可能な限り、環境配慮型を選定すること。 

ホイルローダー  〔 〕台 

フォークリフト  〔 〕台 

パワーショベル  〔 〕台 

車両        10ｔ〔 〕台、○○ｔ〔 〕台 

  （４）本施設の営業時間は、８時30分から17時15分までとする。 

 

第３節  施設に係る運転管理業務 

１．搬入管理（施設棟エリア） 

（１）運営事業者は、プラットホームにおいて、安全確認員を配置し、車両の誘導、プラ

ットホームの安全確認を行うこと。 

（２）運営事業者は、直接搬入者が荷下ろしを行う際には、適切な指示及び補助を行う

こと。なお、混載で持ち込まれる場合は、所定の場所での荷降ろしの指示等を行う

こと。 

（３）運営事業者は、展開検査を実施すること。なお、展開検査は、直接搬入車、許可業

者及び事業系一般廃棄物搬入車（多量排出事業者）を対象に実施する予定としている。 

（４）運営事業者は、本施設の処理不適物を処理しないものとし、これらを搬入した者に

持ち帰らせること。また、搬入した者が持ち帰りに応じない等の理由により、処理

不適物等が残った場合の対応は、発注者と協議の上決定すること。なお、基準を満

たしていないごみを持ち込んだ搬入者に対して、分別指導を行うこと。 

（５）運営事業者は、直接搬入車、許可業者及び事業系一般廃棄物搬入車等が搬入する廃

棄物の中から搬入禁止物を発見した場合、搬入禁止物を返還するとともに、発注者に

報告すること。搬入者が帰った後に搬入禁止物を発見した場合は、発注者に報告した

後、発注者の指示に従うこと。なお、搬入禁止物とは、産業廃棄物、自動車関係など



16  

の処理困難物、薬品類・廃油・消火器などの危険物、家電リサイクル法対象品、パソ

コン等を指す。 

（６）車両が公道を汚す恐れがあると判断した場合は、洗車場にて車体、タイヤ等の洗

浄を指示すること。 

 

２．搬入管理（一般持込エリア） 

    一般持込エリアの搬入監理業務については、原則発注者が行うが、必要に応じて発注

者へ協力すること。 

 

３．適正処理・適正運転 

（１）運営事業者は、関係法令、公害防止基準等を遵守し、搬入された廃棄物を本要求

水準書に基づき適切に処理すること。 

（２）運営事業者は、本施設の運転が、関係法令、公害防止基準、選別基準等を満たし

ていることを自らが行う検査によって確認すること。 

 

４．運転管理体制 

（１）運営事業者は、本施設を適切に運転管理するために、運転管理体制を整備すること。 

（２）運営事業者は、整備した運転管理体制について発注者に報告すること。なお、体制

を変更する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、事前に発注者に報告する

こと。 

 

５．備品・什器・物品・用役の調達・管理 

（１）運営事業者は、年度別の計画処理量及び施設の維持管理に関する備品・什器・物

品・用役の調達等を考慮した年間調達計画を毎年度作成し、発注者の承諾を得るこ

と。年間調達計画には、本施設の備品庫等で保管する備品（発注者が調達する備品

は除く）も含むこと。なお、備品・什器・物品の調達については、シックハウス対

策やグリーン購入法等に配慮すること。 

（２）運営事業者は、年間調達計画に基づき、月間調達計画を作成し、発注者の承諾を得

ること。 

（３）運営事業者は、調達した備品・什器・物品・用役について、調達実績を記録し発

注者に報告すること。 

（４）運営事業者は、運営・維持管理に必要な光熱水費、薬品等の用役費を負担し、本施

設を適切に運転するために、適切な用役管理を実施すること。 

 

６．運転計画の作成 

（１）運営事業者は、年度別の計画処理量に基づく本施設の保守管理、修繕工事等を考

慮した年間運転計画を毎年度作成し、発注者の承諾を得ること。 

（２）運営事業者は、年間運転計画に基づき、月間運転計画を作成し、発注者の承諾を

得ること。 

（３）運営事業者は、年間運転計画及び月間運転計画を必要に応じて変更すること。な
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お、変更にあたっては発注者の承諾を得ること。 

（４）運営事業者は、年度別の計画処理量に基づく施設の維持管理に関する用役の調達等

を考慮した年間調達計画を毎年度作成し、発注者の承諾を得ること。 

（５）運営事業者は、年間調達計画に基づき、月間調達計画を作成し、発注者の承諾を得

ること。 

 

７．運転管理記録の作成 

運営事業者は、ごみの搬入量、処理量、資源等の搬出量、各設備機器の運転データ、電

気・上水、燃料、薬品等の用役データを記録するとともに、各種分析値、保守管理、修繕

工事等の内容を含んだ運転日報、月報、年報等を作成し、月間運転計画に対応する月

間管理記録報告書を提出すること。 

 

８．資源化物等の取り扱い 

運営事業者は、粗大ごみから分別される破砕鉄・破砕アルミ、かん・びん、ペット

ボトル成型品、その他プラスチック製容器包装及びその他のストックヤード貯留品目

について、引取業者に引き渡すまでの間、適正に管理、保管すること。 

これらの資源化物を発注者の指定する引取業者へ引き渡すものとし、機材の準備か

ら積込までを行うこと。 

また、可燃物については中継施設まで運搬すること。 

 

９．性能試験の実施 

運営事業者は、第Ⅰ編 設計・建設業務編「第１章 第９節 性能保証」に示された

引渡性能試験に協力すること。 

 

１０．その他 

本施設に県等の立入検査や調査が入る場合には、運営事業者は、資料の作成と提示、

発注者への助言等、誠意を持って協力すること。 
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第５章  維持管理業務 

第１節  マニュアル作成 

（１）運営事業者は、業務期間にわたり本施設の適切な維持管理を行っていくため、維持

管理について基準化した維持管理マニュアルを作成し、発注者の承諾を得ること。 

（２）運営事業者は、維持管理マニュアルに基づき、維持管理業務従事者に作業手順を

習熟させること。 

（３）運営事業者は、維持管理マニュアルを必要に応じて改定すること。なお、改定に

あたっては発注者の承諾を得ること。 

 

第２節  本施設の維持管理業務 

運営事業者は、本施設の要求性能を発揮し、搬入される廃棄物を、関係法令、公害防止

条件等を遵守し、安定的かつ適切な処理が行えるように、本施設の維持管理業務を行うこ

と。 

なお、維持管理にあたっては、施設保全計画等に基づいて行うこと。 

 

第３節  保守管理 

保守管理とは、本施設を適正に維持管理していくための法定点検、法定点検以外の保守

点検及び検査、機器の調整、日常的な小部品の取り換え等の一切の管理を指す。 

 

１．保守管理計画書の作成 

（１）保守管理計画書は、運営・維持管理期間中の毎年度分を作成するものとし、当該年

度の前年度までに保守管理計画書を作成し、発注者の承諾を得ること。 

（２）保守管理計画書のうち、法定点検に関する計画は表 5.3-1 の内容（機器の項目、頻

度等）を参考に作成すること。 

（３）保守管理計画書は、運転の効率性や安全性、操業時間等を考慮し計画すること。 

（４）運営事業者は、全ての点検・検査を、本施設の基本性能の維持を考慮し計画する

こと。原則として、同時に休止を必要とする機器の点検及び予備品、消耗品の交換

作業は同時に行うように計画すること。 

（５）運営事業者は、作成した点検・検査計画に変更が生じた場合、発注者と協議の

上、計画を変更し、発注者の承諾を得ること。 

（６）未使用時の設備・機器については、使用時との環境が異なるものもあるため、特

に留意した保守管理を実施すること。 

（７）日常点検で異常を発見した場合や故障が発生した場合等は、運営事業者は臨時点

検を実施すること。 
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表 5.3-1  法定点検、検査項目（参考） 

設備名 法律名 備考 

 

 

 

エレベータ 

 

クレーン等安全

規則 

第15 4条 定期自主検査

第15 5条 定期自主検査

第15 9条 性能検査 

第16 2条 検査証の有効期

間の更新 

１年に１回以上 

１月に１回以上 

１年未満～２年以内に 

１回以上 

１年未満～２年以内 

建築基準法 第12条 報告、検査等 １年に１回以上 

計量機 計量法 
第21条 定期検査の実施時 
期等 

２年に１回以上 

１年に１回以上の保守点検 

貯水槽 水道法施行規則 
第55条 清掃 
第56条 検査 

１年に１回以上 
１年に１回以上 

地下タンク 消防法 第14条の３ 消防法の規定による 

消防用設備 消防法施行規則 

第31条の６消防用設備等又

は特殊消防用設備等の点検 
及び報告 

外観点検３月に１回以上

機能点検６月に１回以上 
総合点検１年に１回以上 

 

電気設備 
電気事業法施行

規則 

 

第50条第３項第三号 

保安規程に定めた点検 

（日常点検、月次点検、

年次点検、臨時点検等） 
を定めた期間毎に行う。 

その他必要   
な項目 

関係法令による 
 

関係法令の規定による 

 

２．保守管理の実施 

運営事業者は、保守管理計画書に基づき、保守管理を実施すること。 

 

３．保守管理計画書の報告 

（１）運営事業者は、保守管理後速やかに保守管理実施結果報告書を作成し、発注者へ報告

すること。 

（２）保守管理実施結果報告書は適切に管理し、法令等で定められた年数又は発注者と

の協議による年数保管すること。 

 

第４節  修繕工事 

修繕工事とは、本施設について劣化した機能の改善又はより良い機能の発揮を目的に行

う補修工事、更新工事及び保全工事を指す。 

 

１．施設保全計画の作成 

運営事業者は、設計・建設業務で作成した施設保全計画に基づき、以下に示す補修

工事、更新工事及び保全工事の計画書を作成し、当該年度の前年度までに各計画及び

費用について発注者と協議の上承諾を得ること。運営・維持管理期間を通じた計画は

毎年度更新し、当該年度の当初計画と当該年度に行った工事内容について比較し報告

書を作成すること。 

報告書は記載項目を事前に発注者と協議し、決定した上で整理すること。  
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２．補修工事 

補修工事とは、本施設の劣化した部分、部材、機器及び低下した性能・機能を初期の

性能水準若しくは実用上支障のない性能水準まで回復させる補修又は部分的な交換を

指す。 

（１）補修工事計画書の作成 

１）運営事業者は、表 5.4-1 を参考に補修工事計画書を作成すること。 

２）運営事業者は、運営・維持管理期間を通じた本施設の補修工事計画書を作成し、

発注者の承諾を得ること。 

３）運営・維持管理期間を通じた補修工事計画書は、保守管理実施結果報告書に基

づき毎年度更新し、発注者の承諾を得ること。 

４）保守管理実施結果報告書に基づき、設備・機器の耐久度と消耗状況を把握し、

各年度の年間補修工事計画書を当該年度の前年度までに作成し、発注者の承諾を

得ること。 

５）補修工事実施に際して、補修工事実施前までに詳細な補修工事実施計画書を作

成し、発注者の承諾を得ること。 

６）予備が無い機器については、破損した場合の対策を立て、適切に対応すること。 

 

表 5.4-1  補修工事の分類（参考） 

作業区分 概 要 設備・機器（例） 

 

 

 

 

 
補
修
工
事 

 

 

 
予
防
保
全 

 

時間基準保

全 

（ＴＢＭ） 

・具体的な劣化の兆候を把握しにく

い、あるいはパッケージ化されて

損耗部のみのメンテナンスが行い

にくいもの。 

・構成部品に特殊部品があり、その 
調達期限があるもの。 

コンプレッサ、ブロワ、

電気計装部品、電気基板

等 

状態基準保

全 

（ＣＢＭ） 

・摩耗、破損、性能劣化が、日常稼

動中あるいは定期点検において、

定量的に測定あるいは比較的容易 
に判断できるもの。 

排水設備の腐食等 

磁選機、アルミ選別機等 

 

事後保全 

（ＢＭ） 

・故障してもシステムを停止せず容

易に保全可能なもの（予備系列に

切り替えて保全できるものを含

む）。 
・保全部材の調達が容易なもの。 

照明装置、予備系列のあ

るコンベヤ、ポンプ類 

※プラント、建築設備の例 
 

（２）補修工事の実施 

運営事業者は、補修工事実施計画書に基づき､本施設の性能水準を維持するために補修工事

を行うこと。 

 

（３）補修工事実施の報告 

１）運営事業者は、補修工事が完了した時は、必要に応じて試運転及び性能試験を行

い、その結果も含めて、補修工事実施結果報告書を作成し、発注者へ報告するこ

と。 
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２）運営事業者は、各年度の年間補修工事実施結果報告書を作成し、発注者へ報告

すること。 

３）補修工事実施結果報告書及び年間補修工事実施結果報告書は適切に管理し、法

令等で定められた年数又は発注者との協議による年数保管すること。 

 

３．更新工事 

更新工事とは、本施設の劣化した機器又は装置を全交換することで低下した性能若

しくは機能を初期の性能水準又は実用上支障のない性能水準まで回復させることを指

す。 

（１）更新工事計画書の作成 

１）運営事業者は、運営・維持管理期間を通じた本施設の更新工事計画書を作成

し、発注者の承諾を得ること。 

２）運営・維持管理期間を通じた更新工事計画書は、保守管理実施結果報告書に基づ

き毎年度更新し、発注者の承諾を得ること。 

３）保守管理実施結果報告書に基づき、設備・機器の耐久度と消耗状況を把握し、各

年度の年間更新工事計画書を当該年度の前年度までに作成し、発注者の承諾を得る

こと。 

４）  工事実施に際して、更新工事実施前までに詳細な更新工事実施計画書を作成し、発

注者の承諾を得ること。 

 

（２）更新工事の実施 

運営事業者は、更新工事実施計画書に基づき､本施設の性能水準を維持するために

更新工事を行うこと。 

 

（３）更新工事実施の報告 

１）運営事業者は、更新工事が完了した時は、必要に応じて試運転及び性能試験を行

い、その結果も含めて、更新工事実施結果報告書を作成し、発注者へ報告するこ

と。 

２）運営事業者は、各年度の年間更新工事実施結果報告書を作成し、発注者へ報告

すること。 

３）更新工事実施結果報告書及び年間更新工事実施結果報告書は適切に管理し、法

令等で定められた年数又は発注者との協議による年数保管すること。 

 

４．保全工事 

保全工事とは、本施設の要求性能の維持や公害防止基準の遵守と直接的な関連はないが、

運営・維持管理時の使い勝手や効率性を考慮し、点検・修理・交換等を行うことを指

す。 

運営事業者は、適切な保全工事を行うこと。特に照明設備、空調設備及び換気設備

等の建築設備の修理・交換、構内案内板の修理・交換、構内白線引き等について配慮するこ

と。 



22  

第５節  清掃 

運営事業者は、清掃計画書を作成し、発注者の承諾を得ること。清掃計画書には、本

施設の日常清掃のほか、敷地内の清掃、定期清掃等のすべての清掃を含むこと。運営事

業者は清掃計画書に基づき清掃を実施すること。また、清掃実施結果報告書を発注者へ

報告すること。 

運営事業者は、運営・維持管理期間を通して本施設を清掃し、清潔に保つこと。特に

見学者及び啓発設備等第三者の立ち入る場所は、常に清潔な環境を維持すること。 

 

第６節  精密機能検査等 

（１）運営事業者は、３年に１回以上の頻度で、発注者が行う精密機能検査に協力すること。 

（２）運営事業者は、１年に１回以上の頻度で、機能検査を実施すること。 

（３）精密機能検査の結果を踏まえ、本施設の要求性能を維持するために必要となる各

種計画の見直しを行うこと。 

 

第７節  土木・建築の点検・検査、補修等 

（１）運営事業者は、土木・建築の主要構造部、一般構造部、意匠及び仕上げ、建築電

気設備、建築機械設備等の点検を定期的に行い、本要求水準書を満足できるよう修

理交換等を行うこと。 

（２）運営事業者は、見学者及び啓発設備等第三者が立ち入る箇所については、特に、

美観や快適性、機能性を損なうことがないよう点検、修理、交換等を計画的に行う

こと。 

（３）土木・建築の点検・検査、補修等に係る計画については、調達計画、保守管理計

画に含めること。 

 

第８節  長寿命化計画（延命化計画）の作成及び実施 

（１）運営事業者は、ストックマネジメントの観点から「廃棄物処理施設長寿命化総合

計画作成の手引き（その他の施設編）」（最新版）等に基づき、本施設の建設事業

者が作成する施設保全計画をふまえ、本業務期間を通じた長寿命化計画（延命化計

画）を作成し、発注者の承諾を得ること。 

（２）本業務期間を通じた長寿命化計画（延命化計画）は、点検・検査、補修、精密機

能検査、機器更新等の履歴に基づき毎年度更新し、その都度発注者の承諾を得るこ

と。 

（３）運営事業者は、長寿命化計画（延命化計画）に基づき、本施設の要求性能を維持

するために、維持管理を行うこと。 
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第６章 環境管理業務 

第１節 マニュアル作成 

（１）運営事業者は、表 6.1-1 に示す測定項目及び測定頻度を基に測定管理マニュアルを作

成し、発注者の承諾を得ること。本施設の運営・維持管理の状況をより効果的に把握す

ることが可能な測定項目等について運営事業者及び発注者が合意した場合、表 6.1-1 に

示す測定項目及び測定頻度は適宜、変更されるものとする。また、法令改正等により測

定項目の変更する必要が生じた場合は、別途協議するものとする。 

（２）運営事業者は、測定管理マニュアルに基づき、測定管理業務従事者に作業手順を習熟

させること。 

（３）運営事業者は、測定管理マニュアルを必要に応じて改定すること。なお、改定にあた

っては発注者の承諾を得ること。 

 

第２節 本施設の測定管理業務 

運営事業者は、本施設の要求性能を発揮し、関係法令、公害防止条件等を遵守した適切な

測定管理業務を行うこと。 

運営事業者は、環境管理業務について、各基準の遵守状況を発注者に報告すること。 

また、測定した記録については、公表する計画であるため公表データの作成、データの提

供等、発注者が行う公表作業に協力すること。 

表 6.1-1 業務期間中の測定項目 

区 分 計 測 項 目 計測頻度 備考 

鉄   類 粗大ごみを破砕・選別後

の純度 

４ 回/年  

アルミ類 ４ 回/年  

排水水質 有害物質の河川放流基準

値 
１回/年 

 

大   気 粉じん濃度 １回/年 ４地点 

騒   音 騒音 １回/年 ４地点 

振   動 振動 １回/年 ４地点 

悪   臭 臭気指数 １回/年 ４地点、脱臭装置排出口 

作業環境 粉じん濃度 ２回/年  

 

 

 

 

居室環境 

浮遊粉じん  

 

 

１回/２か月 

 

一酸化炭素  

二酸化炭素  

温度  

相対湿度  

気流  

ホルムアルデヒドの量 
使用を開始した時点か

ら直近の6月1日から9 
月30日までの間に1回 
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第７章  防火・防災管理業務 

第１節  緊急対応マニュアルの作成 

（１）運営事業者は、緊急時における人身の安全確保、施設の安全な停止、復旧等の手

順を定めた緊急対応マニュアルを作成し、発注者の承諾を得ること。 

（２）運営事業者は、緊急対応マニュアルに基づき、業務従事者に作業手順を習熟させ

ること。 

（３）運営事業者は、緊急対応マニュアルを必要に応じて改定すること。なお、改定に

あたっては発注者の承諾を得ること。 

 

第２節  本施設の防火・防災管理業務 

（１）運営事業者は、消防法等関連法令に基づき、本施設の防火・防災上必要な管理者、組

織等の防火・防災管理体制を整備し、発注者に報告すること。なお、体制を変更し

た場合には速やかに発注者に報告すること。 

（２）本施設の要求性能を発揮し、関係法令、公害防止条件等を遵守した適切な防火・

防災管理業務を行うこと。 

（３）運営事業者は、日常点検、定期点検等の実施において、防火管理・防災管理上、

問題がある場合は、発注者と協議の上、本施設の改善を行うこと。 

（４）運営事業者は、特に、高速破砕機、受入・搬出の各ストックヤード等について

は、入念な防火管理を行うこと。 

（５）発注者の地域防災計画及び県の災害廃棄物処理計画との連係を図る等協力を行う

こと。 

 

第３節  二次災害の防止 

運営事業者は、災害、機器の故障、停電等の緊急時においては、人身の安全を確保す

るとともに、環境及び対象施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止

させ、二次災害の防止に努めること。 

 

第４節  自主防災組織の整備 

運営事業者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、従業者の怪我等が発生した

場合に備えて、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、発注

者等への連絡体制を整備すること。なお、体制を変更した場合は速やかに発注者に報告す

ること。 

 

第５節  防災訓練の実施 

緊急時に自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、年２回の自衛消防訓練

を行い、発注者に報告し、通知書を消防へ届出すること。なお、通知書の作成は発注者

が行う。 

 

第６節  事故報告書の作成 

運営事業者は、事故が発生した場合は、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発

生状況、事故時の運転管理記録等を発注者に報告すること。報告後、速やかに対応策等

を記した事故報告書を作成し、発注者に提出すること。 
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第８章  保安・清掃業務 

第１節  マニュアル等作成 

（１）運営事業者は、業務期間にわたり本施設の適切な保安・清掃を行っていくため、

以下の外構（植栽・道路・駐車場棟）管理、清掃業務(本施設以外)、施設警備・防

犯の関連業務について各種業務計画書及び基準化したマニュアルを作成し、発注者

の承諾を得ること。 

（２）運営事業者は、作成したマニュアルに基づき、業務従事者に植栽管理、清掃業務 

(本施設以外)、施設警備・防犯の関連業務の作業手順を習熟させること。 

（３）運営事業者は、作成したマニュアルを必要に応じて改定すること。なお、改定に

あたっては発注者の承諾を得ること。 

 

第２節  本施設の関連業務 

運営事業者は、本要求水準書、関係法令等を遵守し、以下の植栽管理、清掃業務(本施設

以外)、クリーンセンター敷地内の施設警備・防犯の関連業務を行うこと。 

 

第３節  外構（植栽・道路・駐車場等）管理 

運営事業者は、クリーンセンター敷地内の緑地、植栽等を常に良好に保ち（剪定・草刈、

薬剤散布、水撒き、除草等を含む）、道路及び駐車場（わだち、ライン引き等）を適切に維

持管理すること。 

 

第４節  清掃業務（本施設以外） 

運営事業者は、運営・維持管理期間を通してクリーンセンター敷地内（中継施設棟、通

路、側溝等外構設備を含む）を清掃し清潔に保つこと。特に見学者等第三者の立ち入る場

所は、常に清潔な環境を維持すること。 

 

第５節  施設警備・防犯 

（１）運営事業者は、機械警備並びに警備員等によるクリーンセンター敷地内の施設及

び場内の警備・防犯体制を発注者と十分に協議したうえで、整備すること。特に見

学者等第三者の安全を確保すること。 

（２）運営事業者は、整備した施設警備・防犯体制について発注者に報告すること。な

お、体制を変更した場合は、速やかに発注者に報告すること。 
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第９章  住民対応業務 

第１節  マニュアル作成 

（１）運営事業者は、見学者対応、啓発設備等利用者対応手順を定めた住民等対応業務

マニュアルを作成し、発注者の承諾を得ること。 

（２）運営事業者は、住民等対応業務マニュアルに基づき、作業手順を習熟すること。 

（３）運営事業者は、住民等対応業務マニュアルを必要に応じて改定すること。なお、

改定にあたっては発注者の承諾を得ること。 

 

第２節  見学者対応 

（１）見学者の受付は運営事業者が行う。 

（２）予約がない見学者への説明は、原則として行わない。ただし、行政視察について

は発注者が対応するので、運営事業者は発注者に協力すること。 

（３）場内の見学者用動線については、見学者が自由に見学できることを念頭に、見学

のし易さや安全面に配慮すること。 

（４）見学者説明要領書は発注者と協議の上作成すること。 

（５）見学者説明用パンフレットを作成すること。詳細については発注者と協議の上決

定する。 

（６）運営事業者は、本施設の見学者の安全が確保される体制を整備すること。 

 

表 9.2-1  施設見学者（小学生）数（平成 30 年度実績）（単位：人） 

4 月 5 月 6 月 7 月 合計 備考 

 
134 209  343 

 

 

表 9.2-2  小学４年生の生徒数及び学級数（令和７年５月１日現在）（単位：人） 

小学校 生徒数 学級数 

片 塩 43 2 

高 田 69 2 

土 庫 7 1 

浮 孔 46 2 

磐 園 61 2 

陵 西 56 2 

菅 原 55 2 

浮孔西 53 2 

合 計 390 15 
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第３節  周辺住民対応 

（１）運営事業者は、常に適切な運営・維持管理を行うことにより、周辺の住民の信頼

と理解、協力を得ること。 

（２）運営事業者は、発注者が行う周辺の住民との協議に対して、発注者の要請に基づき協

力すること。 

（３）発注者が住民等と協定等を結んだ場合、その内容を十分理解し、これを遵守すること。 

（４）運営事業者は、周辺環境等への影響がないように配慮すること。 

（５）運営事業者は、本施設の運営・維持管理に関して、住民等から意見等があった場

合、速やかに発注者に報告し、発注者と協議の上、対応すること。 

（６）住民説明会等が開催される場合は、発注者と同席し、本施設の運営・維持管理に

関して、報告書等の資料を作成の上、説明を行うこと。また、必要に応じて質疑対

応を行うこと。   
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第 10 章  情報管理業務 

第１節  本施設の情報管理業務 

運営事業者は、本要求水準書、関係法令等を遵守し、適切な情報管理業務を行うこと。 

また、管理する情報は、その目的以外に使用しないものとし、情報漏洩を防止する措置

を講ずること。 

なお、個人情報の取扱いについては、「大和高田市個人情報の保護に関する法律施行条例」

に定める事項を遵守すること。 

 

第２節  運営・維持管理体制 

運営事業者は、以下の体制について発注者の承諾を得ること。運営事業者は、必要に応

じ下記以外の体制についても作成し、発注者の承諾を得ること。 

（１）安全衛生管理体制 

（２）防災管理体制 

（３）連絡体制 

（４）施設警備・防火・防犯体制 

（５）運転管理体制 

（６）緊急時の連絡体制 

（７）その他運営・維持管理業務の実施のため必要と認められる体制 

 

第３節  運営・維持管理マニュアル 

運営事業者は、下記の運営・維持管理マニュアルを作成し、発注者の承諾を得ること。

運営事業者は、必要に応じ下記以外のマニュアルについても作成し、発注者の承諾を得る

こと。 

また、運営事業者は、運営・維持管理マニュアルを必要に応じて改定すること。なお、

改定にあたっては発注者の承諾を得ること。 

（１）受付業務マニュアル 

（２）運転管理マニュアル 

（３）維持管理マニュアル 

（４）測定管理マニュアル 

（５）緊急対応マニュアル 

（６）清掃マニュアル 

（７）警備・防犯マニュアル 

（８）住民対応業務マニュアル 

（９）その他関連業務マニュアル 
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第４節  運転計画・運転管理記録報告 

（１）運営事業者は、本施設の年間運転計画書、月間運転計画書、年間調達計画書及び

月間調達計画書を作成し、発注者へ提出すること。 

（２）運営事業者は、ごみ種類別搬入量・搬出量、資源化物量、運転データ、用役デー

タ、運転日報、月報、年報等を記載した運転管理記録を作成し、発注者に提出する

こと。 

（３）運転管理記録の詳細項目は、発注者と協議の上、決定すること。 

（４）運転管理記録関連データは、法令等で定める年数又は発注者との協議による年数

保管すること。 

 

第５節  保守管理計画・報告 

（１）運営事業者は保守管理計画及び保守管理結果を記載した保守管理実施結果報告書

を作成し、発注者へ提出すること。 

（２）運営事業者は、保守管理実施結果報告書の提出頻度・時期・詳細項目について発

注者と協議の上、決定すること。 

（３）保守管理関連データは、法令等で定める年数又は発注者との協議による年数保管

すること。 

 

第６節  補修工事計画・報告 

（１）運営事業者は、運営・維持管理期間を通じた補修工事計画書、年間補修工事計画

書、補修工事実施計画書、補修工事結果を記載した補修工事実施報告書及び年間補

修工事実施結果報告書を作成し､発注者へ提出すること。 

（２）運営事業者は、上記（１）に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について発注者

と協議の上決定すること。 

（３）補修工事関連データは、法令等で定める年数又は発注者との協議による年数保管

すること。 

 

第７節  更新工事計画・報告 

（１）運営事業者は、運営・維持管理期間を通じた更新工事計画書、年間更新工事計画

書、更新工事実施計画書、更新工事結果を記載した更新工事実施報告書及び年間更

新工事実施結果報告書を作成し､発注者へ提出すること。 

（２）運営事業者は、上記（１）に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について発注者

と協議の上決定すること。 

（３）更新工事関連データは、法令等で定める年数又は発注者との協議による年数保管

すること。 

 

第８節  保全工事報告 

（１）運営事業者は、保全工事を行った場合は、保全工事結果を記載した保全工事実施

結果報告書を作成し､発注者へ提出すること。 

（２）運営事業者は、保全工事実施結果報告書の提出頻度・時期・詳細項目について発

注者と協議の上決定すること。 
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（３）保全工事関連データは、法令等で定める年数又は発注者との協議による年数保管

すること。 

 

第９節  作業環境管理計画・報告 

（１）運営事業者は、作業環境管理計画書及び作業環境保全状況を記載した作業環境管

理結果報告書を作成し、発注者へ提出すること。 

（２）運営事業者は、上記（１）に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について発注者

と協議の上決定すること。 

（３）作業環境管理関連データは、法令等で定める年数又は発注者との協議による年数

保管すること。 

 

第 10 節  防火・防災管理計画・報告 

（１）運営事業者は、防火・防災に関する管理計画書及び管理結果報告書を作成し、発

注者へ提出すること。 

（２）運営事業者は、上記（１）に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について発注者

と協議の上決定すること。 

（３）防火・防災管理関連データは、法令等で定める年数又は発注者との協議による年

数保管すること。 

 

第 11 節  清掃計画・報告 

（１）運営事業者は、清掃計画書及び清掃実施結果報告書を作成し､発注者へ提出するこ

と。 

（２）運営事業者は、上記（１）に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について発注者

と協議の上決定すること。 

（３）清掃関連データは、法令等で定める年数又は発注者との協議による年数保管する

こと。 

 

第 12 節  測定管理報告 

（１）運営事業者は、表 6.1-1 に示した測定項目及び測定頻度を遵守するように測定管

理マニュアルを作成し、発注者の承諾を得ること。 

（２）運営事業者は測定管理マニュアルに基づき測定管理を行うこと。 

（３）運営事業者は測定管理結果を測定管理結果報告書としてまとめ、発注者へ提出す

ること。 

（４）運営事業者は、測定管理結果報告書の提出頻度・時期・詳細項目について発注者

と協議の上決定すること。 

（５）測定管理結果報告書は、法令等で定める年数又は発注者との協議による年数保管する

こと。 
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第 13 節  施設情報管理 

（１）運営事業者は、本業務に関する各種マニュアル、図面等を業務期間にわたり適切

に管理すること。 

（２）運営事業者は、修繕工事等により、本業務の対象施設に変更が生じた場合、各種

マニュアル、図面等を速やかに変更すること。 

（３）運営事業者は、本施設に関する各種マニュアル、図面等の管理方法について検討

し、発注者へ報告すること。 

（４）運営事業者は、発注者等が発信するホームページ等に掲載する資料について提出

を求められた場合、速やかに対応すること。 

 

第 14 節  業務完了報告 

（１） 運営事業者は、上記第 ４ 節から第 12 節の履行結果をとりまとめた月間業務完

了報告書を作成し、発注者へ提出すること。 

（２）月間業務完了報告書は、毎月提出することとする。 

（３）月間業務完了報告書の詳細項目は、発注者と協議の上決定すること。 

 

第 15 節  その他管理記録報告 

（１）運営事業者は、年に２回、財務諸表を発注者に提出すること。 

（２）運営事業者は、本施設の管理記録すべき項目、又は運営事業者が自主的に管理記

録する項目を考慮し、管理記録報告を作成すること。 

（３）運営事業者は、報告書の提出頻度・時期・詳細項目について発注者と協議の上決定す

ること。 

（４）管理記録報告については、法令等で定める年数又は発注者との協議による年数保

管すること。 

 

第 16 節  ホームページの作成及び管理 

運営事業者は、発注者と協議の上、本施設に係るホームページの作成、更新及び管

理を行うこと。 
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第 11 章  業務モニタリング 

第１節  モニタリング方法 

発注者は、事業期間にわたり、運営・維持管理業務の実施状況についてモニタリングし、本要

求水準書等に定められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。 

モニタリングは、運営事業者が本要求水準書等に基づき業務の管理及び確認を行った上

で、運営事業者が自らにより確認し、発注者はその報告に基づき確認を行う。 

 

（１）書類による確認 

運営事業者は、運営・維持管理業務に係る各業務に関して下表に示す各書類につ

いて、それぞれの提出時期までに発注者へ提出して、本要求水準等の内容の達成状

況について承諾を受ける。 

 

表 11.1-1  提出書類と提出時期 

№ 提出書類 提出時期 

１ 業務計画書（第１章  第３節  21.参照） 運営・維持管理業務開始 60 日前まで 

２ 年間業務実施計画書（第１章  第３節  21.参照） 翌事業年度開始 30 日前まで 

３ 月間管理運営・維持管理業務実施計画書 毎月 25 日まで 

４ 業務報告書（日報） 翌日の 12 時まで 

５ 業務報告書（週報） 翌月曜日の 12 時まで 

６ 業務報告書（月報） 翌月 10 日まで 

７ 業務報告書（年報） 翌事業年度開始 30 日後まで 

８ 年間施設管理運営・維持管理状況報告書 翌事業年度開始 30 日後まで 

 

９ 

会社法上要求される計算書類、事業報告、附属明

細書、監査報告、会計監査報告及びキャッシュフ 
ロー計算書 

 

翌事業年度開始後 3 か月後まで 

10 その他発注者が必要とする書類 随時 

 

（２）現地における確認 

発注者は、運営・維持管理業務のモニタリング実施にあたり、必要と認める時は、現

地における確認を行う。運営事業者は、発注者の現地における確認に必要な協力を

すること。 
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第２節  モニタリングの手順 

モニタリングの手順及び運営事業者と発注者の作業内容は下表に示すとおりである。た

だし、モニタリング方法についての詳細は、運営事業者が提供するサービスの方法に依存

するため、事業契約の締結後に策定するモニタリング実施計画書において確定する。 

 

表 11.2-1  具体的なモニタリング手順（案） 

 運営事業者 発注者 

 

 

計画時 

・建設完了前に長期運営・維持管理実施

計画書、運営・維持管理マニュアルを

作成し、発注者へ提出する。 

・年間業務実施計画書、月間管理運営・維

持管理業務実施計画書、業務報告書（日

報、週報、月報、年報）等の様式を作成

し、発注者へ提出する。 

・長期運営・維持管理実施計画書等を運

営事業者と協議の上、内容を確認して

承諾する。 

・業務報告書の様式等を運営事業者と協

議の上、内容を確認して承諾する。 

 

 

 

日常

モニタ

リング 

・毎日の業務の実施に関する日常モニタリ

ングを行い、その結果に基づき、セルフ

モニタリング結果報告書を作成し、業務

報告書（日報）にその内容を含める。 

・業務報告書（日報）を発注者へ提出す

る。 

・業務報告書（日報、セルフモニタリン

グ結果報告を含む）の内容及び業務水

準を確認して承諾する。 

・本事業の運営・維持管理やサービスの提

供に大きな影響を及ぼすと思われる事

象が生じた場合には、直ちに発注者に報 
告する。 

 

 

 

定期

モニタ

リング 

・業務報告書（日報）及びその他の報告事

項をとりまとめ、業務報告書（週報、月

報、年報）を提出する。 

・財務諸表を提出する。 

・モニタリング結果の公表について、発注

者へ協力する。 

・業務報告書等の内容を確認し、業務

実施状況の評価を行い、評価結果を

運営事業者へ通知する。 

・定期的に施設巡回、業務監視、運営事

業者に対する説明要求及び立会い等

を行う。 

・モニタリング結果に基づき、委託料

の支払いを行う。 

・モニタリング結果について対外的に 
公表する。 

 

 

随時

モニタ

リング 

・適宜、説明要求や現場立会いの対応を

行う。 

・定期モニタリングのほかに、必要に応

じて、施設巡回、業務監視、運営事業

者に対する説明要求及び立会い等を

行う。この結果については、定期モ

ニタリングの結果に反映する。 

・是正指導等を行った場合、運営事業者

からの是正指導に対する対処の完了 
の通知等を受けて実施する。 

※モニタリングの実施に際し、発注者が行うモニタリングにおいて発生した費用（第三者機関、外

部委託者）は、発注者が負担し、それ以外に運営事業者のモニタリングにおいて発生した費

用（第三者機関による調査、分析、評価等を含む。）については、運営事業者が負担する。 

なお、発注者はモニタリングの実施に関して、運営事業者に対し、第三者機関等による調査、

分析、評価等の実施を行うよう指示できるものとする。 
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第 12 章  契約期間終了時のモニタリング 

第１節  モニタリング方法 

（１）運営事業者は、運営・維持管理開始後 15 年目に、事業期間終了後の本施設等の取

扱について、協議を開始する。 

（２）運営事業者は、事業終了時の１年前に、施設の劣化等の状況及び施設の保全のた

めに必要となる資料の整備状況の報告を行う。 

（３）発注者は、上記（２）の報告内容について確認を行う。 

（４）発注者及び運営事業者は、上記（３）による確認の内容に基づき、必要に応じて

協議する。 

（５）運営事業者は、本要求水準書等を満たすよう、事業終了時までに、協議の結果を

反映した修繕計画書に基づき修繕を行うほか、必要となる資料を整備し、発注者に

確認等を受ける。 

 

第２節  確認方法 

（１）書類による確認 

運営事業者は、現況図面、施設の保全に係る資料等を含めた取扱説明書等の書類

を、事業終了時に発注者に提出して確認を受ける。 

（２）現地における確認 

発注者は施設の現況が、上記（１）で提出された資料の内容のとおりであるかど

うか現地における確認を行う。運営事業者は、発注者の現地における確認に必要な

協力を行うこと。 
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